
ＶＨＦで運用するデジタル選択呼出聴守装置の型式承認試験基準 
〔１〕 総  則 

船舶設備規程（昭和９年逓信省令第６号）第 146 条の 34 の４に規定されるＶＨＦデジタル選択呼出聴守装置の型式承認試験の方法及び判定基準は、

次に定めるところによる。 

〔２〕 一  般 

（１）特記する場合を除き、本試験基準において試験は、常温・常湿（温度：15℃～35℃、湿度：20％～75％）、電源電圧は定格電圧、電源周波数は定格

周波数で行う。 

（２）特記する場合を除き、受信は 50Ωのレジスタの擬似アンテナを介して行う。 

（３）クラスＡのデジタル選択呼出装置（ＤＳＣ）とは、ＣＣＩＲ勧告 493－3 Annex Ⅰに従ったフォーマット、メッセージ内容の受信の可能なＤＳＣを、

クラスＢのＤＳＣとは、ＣＣＩＲ勧告 493－３ Annex  Ⅰを同 Annex Ⅱに従って簡略化したフォーマット、メッセージ内容の受信の可能なＤＳＣ

をいう。 

（４）標準機とは、ＣＣＩＲ勧告に従って製作され、正確なエンコード、デコード及び試験に必要なシミュレーションの可能な機器のことである。 

（５）テスト信号とは、測定を可能とする十分な長さを持つ信号、もしくは、十分な長さとなるよう連続して繰り返される信号とする。 

（６）誤字率とは、誤り訂正された後の誤字を、シンボルナンバー（00～99、 100～ 127）を１字として計算したものとする。 

〔３〕 試験方法及び判定基準 

 試験方法及び判定基準については次表による。 

  Ⅰ 一 般 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

外観及び構造検査 

 

 機器の外観、構造等を仕様書及び図面と照合しながら確認する。 

１  

 

１

 

 

１）仕様書どおりであること。 

 

 



２）装置は次のもので構成されること。 

  デジタル選択呼出し専用波受信機とデジタル選択呼出

し装置のデコーダとから構成されていること。 

  本機はＶＨＦ無線装置と一体形であってもよい。 

３）操作は必要最小限であり、かつ、容易に操作し得るよう

な構造であること。 

４）操作部は通常の調整が容易に行え、通常の操作場所か

ら容易に識別できる構造であること。また，通常の操作

に 必要のない操作部は容易に操作できない構造である

こと。 

５）調整器の識別、表示器の読取りのために照明を備える場

合には、通常操船する場所に設置される機器の照明には照

度調整装置が備えられていること。 

６）機器が作動状態にあることを示す可視表示のある、機器

全体の入／切スイッチが備えられていること。 

７）誤操作により故障を生じたり、人を傷つける構造でない

こと。 

８）“０”～“９”の数字の入力パネルをもつ場合、その配 

置はＣＣＩＴＴ勧告Ｅ 161／Ｑ．11によること。 

９）機器の主要な部分のユニットは容易に交換できるよう

な設計、構造であること。交換の際、調整が必要なもの

においては、その調整は簡単なものであること。 

10）機器は検査、保守が容易に行えるような設計、構造で



あること。 

11）チャネル 70が明示されていること。 

２  

 

１ 

寸法及び重量計測検査 

 

 機器の寸法及び重量を計測する。 

２  

 

１

 

 

仕様書どおりであること。 

 

３  

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

表示及び添付資料の確認検査 

 

 機器の外部に表示されている事項を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器に備えられている資料を確認する。 

３  

 

１

 

 

 

 

 

 

 

 

２

 

 

 

以下の情報が通常設置される状態ではっきりと外部に表示

されるか、又は表示し得るようになっていること。 

 －１ 製造者名 

 －２ 機器の形式 

 －３ 製造番号及び製造年月 

 －４ 操舵室に装備する機器にあっては磁気コンパス安

全距離 

 －５ ＤＳＣのクラス 

 

操作説明書に加え、保守のために以下の資料が備えられてい

ること。 

１）故障の診断、修理が構成部品レベルで可能な場合： 

－１ 完全な回路図 

－２ 部品配置図 

－３ 部品リスト 

 ２）故障の診断、修理が構成部品レベルで不可能な場合： 

 



－１ 故障したブロックの識別、交換を可能にする十分な  

資料 

４  

 

１ 

電源装置の確認検査 

 

 電源供給について確認する。 

４  

 

１

 

 

１）主電源から及び代替電源から受電可能であること。 

２）代替電源への切り換えが素早くできる構造であること。 

 

５  

 

１ 

保護装置の確認検査 

 

 人体及び構成機器に対する保護が十分行われているか確認する。 

５  

 

１

 

 

１）以下に対して、保護されていること。 

 －１ 過電流、過電圧、過渡的または事故時の逆電圧 

 －２ 事故時の危険な電圧 

 －３ 冷却装置（もしあれば）の故障による各部の温度上

昇 

２）露出非充電金属部はアースできる構造であること 

３）尖頭電圧が 55Ｖを超える充電金属部が容易に（ドライ

バー等の工具を使わずに）露出しないこと。そうでない

場合には、カバーを開けることにより自動的に電源が遮

断されること。 

４）尖頭電圧が 55Ｖを超える場合は、高電圧を示す注意銘

板を機器に備えること。 

 

 

 

 

 

温度上昇警報があれ 

ば満たされる。 

  Ⅱ 性能試験(受信装置) 

    （１）試験については、チャネル 70で試験を行う。 

     （２）「受信機入力電圧」とは、受信装置の入力端子における信号源の開放電圧をいう。 



試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

周波数変動の測定試験 

 

スイッチ投入１分後の、周波数変動を測定する。 

１  

 

１

 

 

10×10－６以内であること。 

電源電圧が、定格電

圧の±10％におい

て 

も行う。 

２  

 

１ 

受信感度の測定試験 

 

 スイッチ投入１分後の、受信感度を以下の方法で測定する。 

試験周波数の± 1.5ｋHz で変化する受信機入力電圧１μＶ（０d

Ｂμ）ｅ．ｍ．ｆ．のテスト信号を受信し、誤字率を調べる。 

２  

 

１

 

 

誤字率は１×10－２以下であること。 

電源電圧が、定格電 

圧の±10％におい

て 

も行う。 

３  

 

１ 

音響出力の測定試験 

 

 ＤＳＣ装置への出力を測定する。 

３  

 

１

 

 

出力を－10ｄＢｍ～＋10ｄＢｍに調整可能なこと。 

測定することが困難 

な場合、接続対象機 

器が特殊な場合は、 

当該機器の性能に合 

 わせて試験を行

う。 

（その際の、ＤＳＣ 

装置への出力レベル 

については、試験立 

会者と製造者の協議 

による。） 

４  

 

感度抑圧効果の測定試験 

 

４  

 

 

 

 



１   希望波としてのテスト信号を受信機入力電圧 1.4μＶ（３ｄＢ

μ）ｅ．ｍ．ｆ．で、妨害波として 400Hzの正弦波によって周波

数偏移３ｋHz になるよう変調された信号を受信機入力電圧 4.47

ｍＶ（73ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．で希望波の上隣のチャネルに加え、

誤字率を調べる。 

   本測定の後、妨害波を希望波の下隣のチャネルに加え、同様の

測定を行う｡ 

１ 誤字率は１×10－２以下であること。 

５  

 

１ 

相互変調特性の測定試験 

 

希望波としてのテスト信号を受信機入力電圧 1.4μＶ（３ｄＢμ）

ｅ．ｍ．ｆ．で、妨害波１として無変調の信号を受信機入力電圧 2.5

ｍＶ（68ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．で希望波より 25 kHz高い周波数に、

妨害波２として 400Hz の正弦波によって周波数偏移３kHz にな

るよう変調された信号を受信機入力電圧 2.5ｍＶ（68ｄＢμ）ｅ．

ｍ．ｆ．で希望波より 50 kHz高い周波数に加え、誤字率を調べる。 

   本測定の後、妨害波１を試験周波数より 25 kHz低い周波数に、

妨害波２を試験周波数により 50 kHz低い周波数に設定し、同様の

測定を行う。 

５  

 

１

 

 

誤字率は１×10－２以下であること。 

 

６  

 

１ 

通過帯域幅の測定試験 

 

  機器を試験周波数で受信の状態とし、機器の復調出力を雑音抑

圧が 20ｄＢとなるように無変調の信号を加える。次に、その周波

数を同調周波数の上下に変化させて、前と同じ機器の復調出力を得

６  

 

１

 

 

入力レベル相対比が６ｄＢとなる周波数幅が 12 kHz 以上

であること。 

 また、70ｄＢとなる帯域幅が 25 kHz以内であること。 

 



るのに必要な信号の入力レベルを測定する。  

７  

 

１ 

ディエンファシス特性の測定試験 

 

 機器を試験周波数で受信の状態とし、1000Hz の正弦波によって

最大周波数偏移の 70％まで変調された受信機入力電圧 10μＶ（20

ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．以上の信号を加え、機器の復調出力が定格出

力の 1/2になるよう機器の出力を調整する。この状態で 1000Hz の

弦波によって最大周波数偏移が１kHz になるように変調された受

信機入力電圧 10μＶ（20ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．の信号を加え、機

器の復調出力を測定する。 

  次に、変調周波数のみを 300Hz から 3000Hz まで変化したと

きの復調出力を測定し、上記復調出力との比を求める。 

７  

 

１

 

 

1000Hzを基準にして次の表の範囲以内であること。 

変調周波数 レベル比 

300Hz   +10.5 +１ dB 

      －3 

500Hz   +6  +1  dB 

     －3 

2000Hz   －6 ＋１ dB 

     －3 

3000Hz   －9.5 ＋1 dB 

      －3  

 

８  

 

１ 

スプリアスレスポンスの測定試験 

 

  希望波としてのテスト信号を受信機入力電圧 1.4μＶ（３ｄＢ

 μ）ｅ．ｍ．ｆ．で、妨害波として無変調の信号を受信機入力電 

 圧 44.7ｍＶ（93ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．で周波数を機器の中間周波 

数から試験周波数の３倍まで（希望波のチャネルとその両隣の                                                            

チャネルを除く）変化して加える。スプリアスレスポンスが起き 

たとき、妨害波のレベルを受信機入力電圧 4.47ｍＶ（73ｄＢμ） 

ｅ．ｍ．ｆ．に低減して、誤字率を調べる。 

８  

 

１

 

 

誤字率は１×10－２以下であること。 

 

９  アンテナ ９   構造上で確認できる



 

１ 

 

 アンテナの偏波、指向性を確認する。 

 

１

 

垂直偏波で、実効可能な限り、水平面で無指向性であること。 

場合には測定を省略

できる。 

10    

 

１ 

安全装置の試験 

 

 静電位による損傷から保護するため、アンテナからシャシーにＤ 

Ｃパスを備える場合は、その抵抗値を測定する。 

10

 

１

 

 

  100ｋΩ以下であること。 

 

  Ⅲ 性能試験(デジタル選択呼出) 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

受信及びデコード試験 

 

 標準機により送信された、遭難呼出し、緊急呼出し又は遭難関連 

呼出しを受信する。 

 

 

 

 

 

 

 

標準機より送信された、上記以外の呼出しを受信する。 

 

 

 

１  

 

１

 

 

 

 

 

 

 

 

２

 

 

 

 

 

１）遭難呼出し、緊急呼出し又は遭難関連呼出しの受信を知 

らせる特別な可聴警報及び特別な可視警報を発生するこ                                                      

と。この警報機能は休止できないこと。これらの可聴及び 

可視の表示は手動でのみリセットがかけられること。照度 

調整装置が備えられている場合、この警報のための表示器 

の照明は照度調整装置を用いても完全に消せないこと。 

２）標準機で作成したのと同じメッセージが平文として表示 

されること。 

 

１）呼出しの受信を知らせる可聴及び可視の表示を発生する 

こと。この可聴表示の機能は休止できてもよい。 

２）標準機で作成したのと同じメッセージが平文として表示 

されること。 

クラスＡではＣＣ 

ＩＲ勧告  493－３                   

 Annex Ⅰに従っ

たフォーマット、メ

ッセージ内容を、ク

ラスＢではＣＣＩＲ

勧 告 493 － ３ 

Annex  Ⅰ を 同

Annex Ⅱに従って

簡略化したフォーマ

ット、メッセージ内

容を、抽出して呼出

しを作成する。 

 

 



 

３ 

 

 

 

４ 

 

 標準機より送信された、ＥＣＣが一致しない呼出しを受信する。 

 

 

 

 標準機より送信された、内容が既知の呼出しを受信し、誤字率を 

 測定する。 

 

３

 

 

 

４

 

１）記憶又は表示されること。 

２）ＥＣＣが一致しない旨の表示がメッセージの中にあるこ 

と。 

 

 誤字率は１×10－２以下であること。 

 

 

 

 

 

Ⅱ．２の試験結果で 

代表させてよい。 

２  

 

 

 

１ 

受信した呼出しの記憶試験 

 （受信した呼出しが直ちにプリント出力されない機器について

適用する。） 

 

 標準機より送信した、異なった遭難呼出しを 20個以上入力する。 

２  

 

 

 

１

 

 

 

 

１）最新の 20個以上の遭難呼出しが記憶されていること。 

２）この記憶は手動で呼出されるまで保持されていること。 

 

３  

 

１ 

重要な情報の記憶試験 

 

 自船の識別符号、呼出し作成上必要な情報が不揮発性の記憶素子

に記憶されているか確認する。 

３  

 

１

 

 

自船の識別符号、呼出し作成上必要な情報が不揮発性の記憶

素子に記憶されていること。 

 

４  

 

１ 

自己診断機能試験 

 

 自己診断機能を確認する。 

４  

 

１

 

 

日常の検査が電波を発射することなしにできること。 

 

  Ⅳ 環境試験 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  振動試験 １    



 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 機器を振動試験機に取り付け作動状態とし、振動数 300～ 750回 

 ／分（全振幅 3.2 ㎜）、振動数 750～1500 回／分（全振幅 0.76

㎜）及び振動数 1500～3000 回／分（全振幅 0.2 ㎜）の振動をそ

れぞれ上下、左右及び前後方向に各 15分間（スイープレートは１

オクターブ／分以下とする）加え（ただし、振動数 750～3000回

／分では、加速度一定（10ｍ／ｓ２ ）の振動を上下、左右及び
前後方向に各 30 分間加える試験としてよい）、共振の有無を監視

するとともに、この間にⅡ．２（ただし、試験周波数、受信機入力

電圧２μＶ（６ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．のテスト信号を加える）に規

定する試験を定格電圧の下で行う。 

 

 １．１項の試験で共振が認められたときは、対策を講じて再び振 

動試験を行うか、又は共振のあった振動数（全振幅又は加速度は 

１．１項と同じ）、振動方向での振動を 2 時間加え､この間に 1.1

項と同じ性能試験を行う。 

 

１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２

 

 

１）機器に異常がないこと。 

２）Ⅱ．２の判定基準を満足すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）機器に異常がないこと。 

２）Ⅱ．２の判定基準を満足すること。 

 

プリンタ等に異常が 

生じても使用状態に 

戻して使用可能なら 

ばよいものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

試験すべき共振点の 

判断については、試 

験立会者と製造者の 

協議による。 

２  

 

１ 

 

 

 

 

高温試験 

 

 機器を非作動状態で常温・常湿の恒温槽のなかに設置し、恒温槽 

を 55℃±２℃とし当該温度で３時間以上保持した後、機器を当該

環境下で２時間以上作動し、この間にⅡ．２（ただし、試験周波 

数、受信機入力電圧２μＶ（６ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．のテスト信 

号を加える）に規定する試験を定格電圧の下で行う。 

２  

 

１

 

 

 

 

 

 

１）機器に異常がないこと。 

２）Ⅱ．２の判定基準を満足すること。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

その後機器を非作動状態とし、恒温槽を 40℃±２℃とし当該温度

で３時間以上保持した後、機器を当該環境下で作動し、Ⅱ．１、Ⅱ．

２、Ⅲ．１、Ⅲ．２に規定する試験を定格電圧の下で行う。 

 その後機器を非作動状態とし、恒温槽を常温・常湿とし常温・常 

湿で３時間以上保持した後、次の試験を行う。 

 

 

 

 

 

１）機器に異常がないこと。 

２）Ⅱ．１、Ⅱ．２、Ⅲ．１、Ⅲ．２の判定基準を満足する 

こと。 

３  

 

１ 

湿度試験 

 

 機器を非作動状態で常温・常湿の恒温槽のなかに設置し、恒温槽 

を温度 40℃±３℃、相対湿度 93％±２％とし当該環境で４時間以 

上保持した後、機器を当該環境下で作動し、Ⅱ．２（ただし、試 

験周波数、受信機入力電圧２μＶ（６ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．のテ 

スト信号を加える）に規定する試験を定格電圧の下で行う。その 

後機器を非作動状態とし、恒温槽を常温・常湿とし常温・常湿で 

３時間以上又は結露が消えるまでのより長い時間保持した後、次 

の試験を行う。 

３  

 

１

 

 

１）機器に異常がないこと。 

２）Ⅱ．２の判定基準を満足すること。 

 

４  

 

１ 

 

 

 

 

低温試験 

 

 機器を非作動状態で常温・常湿の恒温槽のなかに設置し、恒温槽 

を－15℃±３℃とし当該温度で３時間以上保持した後、機器を当

該環境下で 30分間以上作動させ、この間にⅡ．２（ただし、試験 

周波数、受信機入力電圧２μＶ（６ｄＢμ）ｅ．ｍ．ｆ．のテス 

ト信号を加える）に規定する試験を定格電圧の下で行う。 

４  

 

１

 

 

 

 

 

 

１）機器に異常がないこと。 

２）Ⅱ．２の判定基準を満足すること。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 その後機器を非作動状態とし、恒温槽を０℃±３℃とし当該温度 

で３時間以上保持した後、機器を当該環境下で作動し、Ⅱ．１、Ⅱ．

２、Ⅲ．１、Ⅲ．２に規定する試験を定格電圧の下で行う。 

その後機器を非作動状態とし、恒温槽を常温・常湿とし常温・                                                            

常湿で３時間以上又は結露が消えるまでのより長い時間保持した 

後、次の試験を行う。 

 

 

 

 

 

１）機器に異常がないこと。 

２）Ⅱ．１、Ⅱ．２、Ⅲ．１、Ⅲ．２の判定基準を満足する 

こと。 

５  

 

 

１ 

騒音測定基準 

 （通常操船する場所に設置される機器について適用する。） 

 

 作動状態において、外面から１ｍ離れた位置において普通騒音計 

等を用いてその発生騒音をＡ特性で測定する。 

５  

 

 

１

 

 

 

65ｄＢ（Ａ）であること。 

 

 

 


